
広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません
広告の掲載希望は、株式会社ジチタイアド（☎ 092･716･1401、℻ 092･716･1467）へ

子ども医療証を郵送
　10 月診療分から、未就学児の通院・入

院と、小中学生の入院にかかる医療費の自己負担
を無償化します。新しい子ど
も医療証を 9 月末までに郵送
します。現在使っている医療証
は、10 月以降は使えません。
新しいアイボリー色の医療証
が届いたら、古い医療証は 10
月以降に処分か、問い合わせ
先に返却してください。
問医療・年金課（☎ 30･9034、℻ 30･9107）

住宅のリフォームに助成
■対象市内の住宅に住んでいて、市税の滞納

がない人　■対象工事市内の事業者に発注し、工
事費が 10 万円以上の省エネ改修・バリアフリー
改修　■助成額費用の 2 分の 1 以内。上限 10 万
円　■定員 40 戸・先着順　■申込開始 10 月 2 日
㈪ 8 時 30 分。着工前の申請が必要。申込書は申
込先、市ホームページに準備
○申住宅政策課（☎ 30･9139、℻ 30･9743）

市有地売却
■物件＝地目面積・予定価格①荒木町藤田

字山崎 1150 番 2 ＝宅地 696.57㎡ ･1,430 万円　
②荒木町藤田字山崎 1150 番 3 ＝宅地 379.84
㎡ ･780 万円　③荒木町藤田字山崎 1150 番 4
＝宅地 673.91㎡･1,420万円　④上津町字上中
川1376番11＝宅地 767.9㎡･3,950万円　⑤上
津町字上中川 1376 番 12 ＝宅地 1,073.46㎡
･5,440 万円　■対象税の滞納がなく、暴力的行為
を行う組織に属していない人など　■入札参加申
込締切 10 月① 24 日㈫、②④ 31 日㈫、③⑤ 11
月 7 日㈫。入札期間は参加締切翌日から 8 日間。
申込書は申込先、市ホームページに準備
○申財産管理課（☎ 30･9059、℻ 30･9712）

住宅・土地統計調査に協力を
　国は、住宅の居住状況や各世帯が保有す

る土地、空き家の実態などを把握するため、10
月 27 日㈮まで統計調査を行います。対象の世帯
に調査員証を持った調査員が伺うので協力してく
ださい。
問総務課（☎ 30･9053、℻ 30･9706）

県腎臓疾患患者福祉給付金の支給
　就労などの理由で夜間に人工透析をして

いる人を対象に、通院にかかる交通費の一部を助
成します。
■対象次の条件を全て満たす人。身体障害者手帳
を持っている。17 時以降に人工透析を月 5 回以
上受けている。通院の交通費が月額 2,000 円以
上かかっている、または自家用車で片道 10㎞以
上の通院をしている　■支給額月額 2,000 円　■申
込締切 9 月 29 日㈮。申込書は申込先に準備、郵
送にも対応
○申障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752）

第 5 回市議会を開催
　議事の内容などは、市ホームページ内「久

留米市議会」に掲載します。
■定例会 9 月1日㈮～ 10 月 18 日㈬　■一般質問 9
月11日㈪ ～ 14日㈭　■常任委員会 9 月15 日㈮、
19 日㈫　■決算審査特別委員会 10 月 2 日㈪～

11 日㈬
問議会事務局（☎ 30･9305、℻ 30･9720）

都市計画案の縦覧
■内容①生産緑地地区の決定　②天神町公

園の位置と区域の変更　■縦覧期間 9 月 8 日㈮か
ら 22 日㈮まで　■縦覧場所都市計画課。内容に意
見がある人は、期間中に意見書を問い合わせ先へ
提出してください。
問都市計画課（☎ 30･9083、℻ 30･9714）

市営住宅などの入居者募集
■申込期間 9 月 15 日㈮～ 29 日㈮（消印有

効）。申込書は申込先、本庁舎 1 階総合案内、各
総合支所環境建設課、各市民センターに準備。電
子申請可

【別枠】■対象高齢者、障害のある人、子育
て世帯など

○申市営住宅課（☎ 30･9086、℻ 30･9743）

情報ほっとライン

8月号の答え → 90

広報クイズ 正解者の中から抽選で5人に図書カードを差し上げます。

【申込締切】9月20日㈬（必着）
【申込方法】答え、住所、氏名、
年齢、電話番号、紙面への要
望や意見をはがき、メール、
電子申請で連絡。複数の応
募は不可。なお、当選者の
発表は発送をもって代えさ
せていただきます
○申広報戦略課

（〒 830･8520 住所記入不要、
□ kouhou@city.kurume.

lg.jp）16 ページに関連の記事があります

　9月23日㈷と24 日㈰に開催さ
れる第 21 回久留米焼きとり日本
一フェスタ。今年参加する店舗は
何店舗でしょう。○に数字を入れ
てください。

○店舗

　パブリックコメントとは、久留米市の基本的な
政策や条例、計画などを作る過程で、趣旨や内容
を広く市民の皆さんに公表し、意見を求め、それ
らを考慮して案の作成を進めていく制度です。今
回、次の案件について意見を募集します。住所、
氏名、年齢、連絡先、意見を書いて持参、郵送、ファ
クス、電子申請で提出してください。

❖（仮称）市障害を理由とする差別をなくす条例概要
　障害を理由とする差別の解消をより進めるため
の、基本的な理念やしてはならないこと、取り組ん
でいくことなど定める条例

■資料配布・募集期間 9 月1日㈮ ～10 月 2日㈪（必
着）　■資料配布場所募集期間中に問い合わせ先、
本庁舎地下 1 階行政資料コーナー、各総合支所地
域振興課、各市民センター、えーるピア久留米、
中央図書館、市ホームページなど。市民向けの
説明会あり
○申障害者福祉課（〒 830･8520 住所記入不要、

☎ 30･9035、℻ 30･9752）

　提出書類などは返却しません。個人情報は、個人
情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。
なお、意見を出した人への個別の回答はしません。

パブリックコメント ◆ 市の計画に意見を
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